
津市消防通信規程

平成１８年１月１日消防本部訓第５２号

改正 平成１９年６月２９日消防本部訓第９号

平成２５年３月２９日消防本部訓第５号

平成２７年３月３０日消防本部訓第６号

平成２９年１月１１日消防本部訓第１号

目次

 第１章 総則（第１条―第４条）

 第２章 消防通信の原則（第５条―第７条）

 第３章 災害通報の受報及び出動指令（第８条―第１２条）

 第４章 有線通信（第１３条・第１４条）

 第５章 無線通信（第１５条―第２２条）

 第６章 支援情報（第２３条―第２５条）

 第７章 管理（第２６条―第３２条）

 第８章 補則（第３３条―第３５条）

 附則

   第１章 総則

（趣旨）

第１条 この規程は、別に定めるもののほか、火災、救急その他の災害（以下

「災害」という。）に対処及びその他の消防業務を迅速かつ的確に処理する

ため、消防通信の運用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。

⑴ 指令センター 災害の受報、災害情報の収集及び伝達並びに津市消防本

部警防規程（平成２５年津市消防本部訓第１号。以下「警防規程」という。）

第２条第１号に規定する消防部隊の出動及びその運用に係る有線又は無線

を媒介とした通信（以下「通信」という。）による管制に関する業務（以

下「指令管制業務」という。）を行う施設をいう。

⑵ 指令員 指令センターで指令管制業務に従事する職員をいう。



⑶ 通信員 消防署、分署及び分遣所（以下「署所等」という。）で通信業

務に従事する職員をいう。

⑷ 消防部隊 指揮隊、消防隊、救急隊、救助隊等をいう。

⑸ 現場最高指揮者 災害現場で出動消防部隊を統括指揮する者をいう。

⑹ 各級指揮者 消防部隊の各隊長をいう。

⑺ 消防通報用電話 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第５０条

第１項の規定により総務大臣が定めた「１１９」で指令センターに災害を

通報する電話をいう。

⑻ 消防通信 災害の対処又は消防活動に必要な通信で、次に掲げるものを

いう。

ア 災害通報 災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められるとき

に消防通報用電話等で通報される通信をいう。

イ 指令 指令センターから発する消防部隊の出動に関して指示命令をす

る通信をいう。

ウ 現場速報 災害活動に従事する消防部隊から指令センターへ通報され

る当該災害の状況及び活動内容等に関する通信をいう。

エ 支援情報通信 指令センターから災害活動を迅速かつ的確及び安全に

遂行するため必要な情報を伝達するための通信をいう。

オ 業務通報 指令センター若しくは署所等又は消防部隊から警察、電力

事業者、ガス事業者、その他の関係機関に対し、災害に関する情報を通

報するための通信をいう。

カ 通常通信 災害以外の消防業務に関し、指令センター若しくは署所等

又は消防部隊間で行う通信をいう。

⑼ 通信指令設備 有線及び無線設備並びにその他の情報通信機器並びに電

源装置で次に掲げるものをいう。

ア 指令装置 指令センターに設置し、指令管制業務を行う装置をいう。

イ 受令装置 署所等に設置し、通信を行う装置をいう。

ウ 指令・地図端末装置 関係課及び署所等に設置し、支援情報の登録等

を行う装置をいう。

エ 車両端末装置 消防車両及び救急車両に設置し、当該車両の動態の登

録等を行う装置をいう。

オ 高所監視装置 三重県庁庁舎屋上に高所カメラを設置し、指令センタ

ー等で災害状況を把握するための監視装置をいう。



⑽ 消防通報用電話 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第５０条

第１項の規定により総務大臣が定めた「１１９」で指令センターに災害を

通報する電話をいう。

⑾ 無線局 電波法（昭和２５年法律第１３１号）第２条第５号に規定する

無線局で、別表に掲げるものをいう。

⑿ 無線従事者 電波法第４０条第１項第１号及び第４号に定める資格を有

する者で、無線設備の操作に従事するものをいう。

⒀ 無線通信 無線局が通信を行うことをいう。

⒁ 無線統制 無線通信のふくそうを防止するため、通信の制限を行うこと

をいう。

（責務）

第３条 職員は、法令を遵守し、通信指令設備の機能を十分発揮させるよう努

めなければならない。

（目的外の使用禁止）

第４条 職員は、通信指令設備及び各種情報を災害活動及びその他消防業務以

外の目的に使用してはならない。

第２章 消防通信の原則

（時刻の表示）

第５条 消防通信に使用する時刻の表示は、２４時間制により行うものとする。

（通信順位）

第６条 消防通信の優先順位は、災害に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原

則として次に掲げる順序によるものとする。

⑴ 災害通報

⑵ 指令

⑶ 現場速報

⑷ 支援情報通信

⑸ 業務通報

⑹ 通常通報

（指令員及び通信員の遵守事項）

第７条 指令員及び通信員は、通信指令設備の機能に精通し、常に冷静な判断

と的確な操作ができるよう努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなけれ

ばならない。

⑴ 通信機器を消防業務以外に使用してはならない。



⑵ 業務中に知り得た情報及び秘密を漏らしてはならない。

⑶ 通信は、簡潔明瞭を旨とし、暴言、冗語等交えてはならない。

⑷ 通信内容に自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理して

はならない。

第３章 災害通報の受報及び出動指令

（災害通報の受報）

第８条 指令員及び通信員は、災害通報を受報したときは、災害の種別、場所

及び規模並びに傷病者の状況その他必要な事項を迅速かつ的確に把握しなけ

ればならない。

２ 指令員及び通信員は、災害通報の受報時に必要があると認める場合は、津

市消防本部救急業務実施規程（平成１８年津市消防本部訓第４７号）第８条

の規定による口頭指導に努めるものとする。

３ 通信員は、災害を覚知又は災害通報を受報したときは、直ちに指令センタ

ーへ通報しなければならない。

４ 指令員は、本市以外に係る災害通報を受報したときは、直ちに当該地域を

管轄する消防本部に通報しなければならない。

（予告指令）

第９条 指令員は、災害通報の受報時において、災害の内容及び場所等が判明

したときは、消防部隊の出動予告に関する指令（以下「予告指令」という。）

を行うものとする。

（出動消防部隊編成）

第１０条 指令員は、災害通報を受報したときは、速やかに別に定めるところ

により出動消防部隊の編成を行わなければならない。

（出動指令）

第１１条 指令員は、前条の規定により出動消防部隊の編成が完了したときは、

直ちに消防部隊の出動に関する指令（以下「出動指令」という。）を行わな

ければならない。

２ 出動指令は、原則として災害通報の覚知順に指令するものとする。

（消防部隊の編成等の掌握等）

第１２条 通信指令課長又は指令員（以下「通信指令課長等」という。）は、

出動消防部隊編成を行うため、消防部隊の編成及び動態を常に掌握しておか

なければならない。

２ 各級指揮者及び消防部隊を所管する消防本部の課長は、消防部隊の編成及



び動態を通信指令課長等に通知しなければならい。

３ 通信指令課長等は、警防規程第４５条の規定による報告を受けたときは、

必要に応じて出動消防部隊の編成を行うことができる。

第４章 有線通信

（指令装置の取扱い）

第１３条 指令員は、次に掲げるところにより指令装置を取り扱うものとする。

⑴ 災害通報の着信応答は、迅速かつ的確に行わなければならない。

⑵ 消防通報用電話の着信応答時に必要があると認めたときは、発信地照会

を行い、通報場所の確認を行うものとする。

⑶ 消防通報用電話で通報が途切れたとき又は通報内容が不明なときは、着

信回線の呼び返し又は保留操作を行い、通報内容を確認しなければならな

い。

⑷ 指令中に緊急呼出を行っている署所等があるときは、直ちにこれに応答

しなければならない。

（受令装置の取扱い）

第１４条 通信員は、次の各号に掲げるところにより受令装置を取り扱うもの

とする。

⑴ 呼出応答は、迅速に行わなければならない。

⑵ 指令を確実に受信したときは、直ちに確受操作を行わなければならない。

⑶ 指令の内容が不明なときは、受信終了後に確認を行うものとする。ただ

し、緊急を要するときは、受信中でも緊急呼出を行うことができるものと

する。

第５章 無線通信

（無線局の区分）

第１５条 無線局の呼出名称、識別信号及び周波数の指定区分は、別に定める。

（無線局の運用の原則）

第１６条 無線局の運用は、次に掲げるところにより行うものとする。

⑴ 無線局は、消防通信の目的若しくは通信相手又はその範囲を超えて運用

してはならない。

⑵ 無線局は、常に最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめ

てから通信しなければならない。

（無線局の開局及び閉局）

第１７条 無線局の開局及び閉局は、次に掲げるところにより行うものとする。



⑴ 基地局及び固定局（以下「基地局等」という。）は、常時開局しておか

なければならない。

⑵ 陸上移動局（以下「移動局」という。）は、出動又は出向するとき開局

し、帰署したときは閉局しなければならない。

⑶ 移動局の無線従事者は、一時閉局するときは、基地局等に対して連絡方

法を明らかにしなければならない。

２ 通信指令課長等は、基地局等が無線設備若しくは電源装置の障害又はその

他の事由により運用できないときは、直ちにその旨を署所等及び消防部隊に

通報し、必要な措置を講じなければならない。

（通信状況の監視、聴取及び即応の義務）

第１８条 基地局等は、常に移動局の通信状況を監視し、適正な無線運用を行

わなければならない。

２ 開局中の無線局は、常に通信状況を聴取し、呼出に即応しなければならな

い。

（無線統制）

第１９条 無線統制は、次に揚げるところにより行うものとする。

⑴ 無線統制は、無線通信の運用に際し、ふくそうが確認された場合、通信

指令課長等又は現場最高指揮者の指示により行うことができる。

⑵ 無線統制が実施された場合、無線通信の運用は、次に掲げる場合を除き、

指令センター又は現場最高指揮者からの送信に対する応答のみとする。

ア 応援要請を行う場合

イ 職員等又は消防車両に重大な事故が発生した場合

ウ 新たな災害が発生した場合

エ 指令センター及び現場最高指揮者からの特命事項について報告する場

合

（無線統制の解除）

第２０条 通信指令課長及び現場最高指揮者は、災害状況の推移により、無線

統制の必要がなくなったと認めるときは、速やかに無線統制を解除しなけれ

ばならない。

（無線局の通信要領等）

第２１条 無線局の通信要領及び無線通信に使用する略語等は、別に定める。

（通話試験）

第２２条 無線局の通話試験に関する事項は、別に定める。



第６章 支援情報

（気象等の情報）

第２３条 通信指令課長等は、気象情報を収集したときは速やかに署所等へ提

供するものとする。

（災害受報時の情報の収集及び伝達）

第２４条 通信指令課長等は、災害通報受報時の状況を把握し、災害状況に必

要な情報の収集に努め、災害活動中の消防部隊に伝達しなければならない。

（支援情報の提供）

第２５条 消防本部の課長及び消防署長（以下「所属長」という。）は、災害

活動の支援に必要な情報を収集したときは、通信指令課長等に提供するもの

とする。

２ 通信指令課長等は、災害活動が効率的に行われるように、前項の情報を署

所等、消防部隊に通報するものとする。

第７章 管理

（管理の責任）

第２６条 消防長は、通信指令設備の設置、改善等のすべての運営業務を管理

する。

（通信指令課長の責務）

第２７条 通信指令課長等は、電気通信事業法及び電波法の規定に基づく通信

指令設備の設置、変更、移設等の運営事務を管理するほか、次に掲げる事項

について管理しなければならない。

⑴ 電気通信事業法及び電波法の規定に基づく監督

⑵ 通信及び通信指令設備の障害の監視

⑶ 通信指令設備の保全計画の策定及びこれに基づく障害の未然防止並びに

改善、研究、保守点検整備等

⑷ 無線従事者に対する消防通信の運用に関する指導及び研修

⑸ 消防通信に関する関係書類の管理

⑹ その他消防長が必要と認めた事項

２ 通信指令課長等は、通信指令設備の一部又は全部が使用不能となった場合

に備え、対応措置を定めておかなければならない。

（所属長の責務）

第２８条 所属長は、次に定めるところにより、所属職員を指揮監督して通信

指令設備を適性に維持管理しなければならない。



⑴ 所属長は、所属職員に毎日１回以上、通信指令設備を点検させ、機能の

保全に努めなければならない。

⑵ 無線装置の点検は、原則として無線従事者に行わせるものとする。

２ 所属長は、商用電源が停止したときは、直ちに通信指令設備の電源を確保

しなければならない。

（通信管理者）

第２９条 消防通信を指導監督するため、署所等に通信管理者を置くものとす

る。

２ 通信管理者は、所属長が指名する。

３ 通信管理者は、通信指令設備の運用に係る業務を管理するものとする。

（故障等の報告と措置）

第３０条 所属長は、通信指令設備に故障又は異常が発生したときは、応急処

置を講ずるとともに、通信指令課長等に修理又は調査を通信指令設備修理・

整備依頼書（第１号様式）により依頼するものとする。この場合において、

通信管理者は、所属長を経由して当該依頼を行うことができるものとする。

２ 通信指令課長は、前項の依頼を受けたときには、速やかに必要な措置を講

ずるものとする。

３ 所属長は、通信指令設備に重大な損傷又は亡失事故が発生したときは、直

ちに必要な措置を講ずるとともに、通信指令設備損傷・亡失届出書（第２号

様式）により通信指令課長等に届け出なければならない。

４ 通信指令課長は、前項の届出を受けたときは、速やかに必要な措置を講ず

るとともに、消防通信上重大な支障があると認めるときは消防長に報告しな

ければならない。

（改修等の連絡）

第３１条 所属長は、通信指令設備に影響を及ぼすおそれのある庁舎等の改修

又は模様替えを行うときは、事前に通信指令課長等へ連絡しなければならな

い。

２ 通信指令課長等は、通信指令設備の改修若しくは調整又は保守点検のため、

その機能を制限若しくは停止するときは、事前に所属長へ連絡しなければな

らない。

（無線従事者の報告及び選解任）

第３２条 通信指令課長等は、無線従事者の現況を常に把握しておかなければ

ならない。



２ 通信指令課長等は、無線従事者に変更が生じたときは、電波法第５１条の

規定により選解任の手続きを行わなければならない。

第８章 補則

（記録の保存及び報告）

第３３条 指令員及び通信員は、通信事務を処理するため、通信記録を保存し、

必要に応じて通信指令課長等に報告しなければならない。

（台帳等）

第３４条 指令センターに、次に掲げる通信設備に関する台帳等を備えるもの

とする。

⑴ 無線局台帳 （第３号様式）

⑵ 通信指令設備台帳 （第４号様式）

⑶ その他必要と認めたもの

（委任）

第３５条 この規程に定めるもののほか、消防通信の運用及び管理に関し必要

な事項は、消防長が別に定める。

附 則

この訓は、平成１８年１月１日から施行する。

附 則（平成１９年６月２９日消防本部訓第９号）

この訓は、平成１９年７月１日から施行する。

附 則（平成２５年３月２９日消防本部訓第５号）

この訓は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則（平成２７年３月３０日消防本部訓第６号）

この訓は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年１月１１日消防本部訓第１号）

この訓は、平成２９年４月１日から施行する。



別表（第２条関係） 

無線局の種別区分表 

種        別 内           容 

固 定 局
指令センター、前進基地局及びその他の施設に設

置して、固定設備間の通信を行う無線局 

基 地 局
指令センター及び前進基地局に設置して、陸上移

動局と通信を行う無線局 

陸

上

移

動

局

車 載 型 無 線 局
消防車及び救急車等に設置して、消防系の通信を

行う無線局 

携帯１型無線局
消防隊員が携帯して、消防系の通信を行う無線局

で、送信出力が１Ｗの無線局 

携帯５型無線局
消防隊員が携帯して、消防系の通信を行う無線局

で、送信出力が５Ｗの無線局 

携帯 1 0型無線局
消防隊員が携帯して、消防系の通信を行う無線局

で、送信出力が10Ｗの無線局 



第１号様式（第３０条関係） 

通信指令設備修理・整備依頼書 

年  月  日 

 通 信 指 令 課 長  様 

                所属長 （氏     名）   ㊞ 

設 備 名 称

発 生 日 時    年  月  日（  ）  時   分頃 

min 故 障 箇 所

min 整 備 箇 所

min 故 障 状 況

min 整 備 状 況

応 急 処 置

備 考

経     過     欄 

年月日 摘               要 担当者 

（注）上段の枠内に必要事項を記入すること。 



第２号様式（第３０条関係） 

通信指令設備損傷・亡失届出書 

年  月  日 

 通 信 指 令 課 長  様 

                 所属長 （氏     名）  ㊞ 

損 傷 ・ 亡 失 日 時    年  月  日（  ）  時   分頃 

損 傷 ・ 亡 失 場 所

損 傷 ・ 亡 失 設 備

損 傷 ・亡失程度

取 扱 者 職 氏 名

損傷・亡失に至っ

た 経 緯

事 後 の 措 置

備 考



第３号様式（第３４条関係）

無  線  局  台  帳 

無線局の

種   別 
  配置場所   

呼出名称   設置年月日   

周波数 

ＭＨｚ 

免許番号   ＭＨｚ 

ＭＨｚ 

ＭＨｚ 

免許年月日   ＭＨｚ 

ＭＨｚ 

ＭＨｚ 

免許の有効期限 
ＭＨｚ 

ＭＨｚ 

ＭＨｚ 

ＭＨｚ 

最初の免許年月日   ＭＨｚ 

ＭＨｚ 

ＭＨｚ 

空中線電力   ＭＨｚ 

ＭＨｚ 

         無     線     機     器 

製造会社   形式   

認証番号   送信出力   

製造番号   製造年月日   

購入業者   購入金額   

設 置 ・ 変 更 及 び 検 査 記 録 

年 月 日    記         事 摘     要 



第４号様式（第３４条関係） 

通 信 指 令 設 備 台 帳 所 属 名

整理番号  設備名  機器種別

製造会社  製造番号  型式  

無

線

局

呼出名称
購

入

納 入 業 者

免許種別  納 入 年 月 日

免許番号  購 入 金 額

備 考

記        事        欄 

年 月 日 内           容 担当者 


